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ご存知ですか 

医療福祉費支給制度(マル福) 
 

医療福祉費支給制度(マル福)は、一定の条件を満た

す方が医療保険を使って医療機関などにかかった医

療費(保険適用分)の一部を公費で助成する制度です。 

※ひとり親マル福・重度心身障害者マル福には、所得

制限があり、非該当となる場合があります 

 

【対象者】 

◆小児 

0 歳～18 歳の年度末までの方(中学生・高校生はひ

とり親区分優先) 

◆妊産婦　 

　母子手帳の交付を受けた方(原則、産婦人科での保険

適用受診のみ利用可能) 

◆ひとり親 

◇18 歳未満の子および 20 歳未満の障害児または高

校在学者を監護しているひとり親家庭の父または

母とその子 

◇父もしくは母が重度障害者である母子もしくは父

子など 

◇父母のいない子とその子を養育している配偶者の

ない方 

◆重度心身障害者 

◇身体障害者手帳 1・2 級に該当の方 

◇身体障害者手帳 3 級に該当の方で、その障害名が心

臓・腎臓・肝臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸または

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害とさ

れる方 

◇療育手帳の判定がA またはＡ(知能指数35 以下)の方 

◇障害基礎年金 1 級の方 

◇身体障害者手帳 3・4 級かつ療育手帳の判定がＢ(知

能指数 50 以下)の方 

◇特別児童扶養手当 1 級の方 

◇精神障害者保健福祉手帳 1 級の方 

◇精神障害者保健福祉手帳 2 級の方で、かつ身体障害

者手帳 3・4 級の方 

◇精神障害者保健福祉手帳 2 級の方で、かつ療育手帳

の判定がＢ(知能指数 50 以下)の方 

※65 歳以上で一定の障害のある方は、後期高齢者医

療制度への加入が必要となります 

 

◎まだ申請をしていない方、保険証などの変更があっ

た方は、保険年金課(市役所 1 階)で手続きをしてくだ

さい。また、ひとり親に該当する方で、所得超過によ

り児童扶養手当を受給していない方は保険年金課へ

ご相談ください。 

 

問　申　保険年金課　　 
TEL 43-8326　FAX 43-2933

〇

後期高齢者医療保険(障害認定)の申請 
 
　75 歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者と

なりますが、一定の障害があると認定された 65 歳以

上 75 歳未満の方でも、申請により任意で加入するこ

とができます。 

 

【対象者】 

◆障害年金 1・2 級に該当の方 

◆身体障害者手帳 1～3 級に該当の方 

◆身体障害者手帳 4 級に該当の方で、その障害名が音

声機能・言語機能・下肢機能障害(1,3,4 号)に該当

する方 

◆精神障害者保健福祉手帳 1・2 級に該当の方 

◆療育手帳の判定が A またはＡの方 

 

◎対象となる方で加入を検討している方は、保険年金

課までご相談ください。 

 

問　申　保険年金課　 
TEL43-8326　FAX 43-2933

高道祖排水処理施設使用料(後期分)の
納入について 
 

高道祖排水処理施設使用料(後期分)の納期限が近づ

いています。期限内の納入をお願いします。 

口座振替を利用している場合は、事前に預金残高の

ご確認をお願いします。 

※現金払いで納付書が見当たらない場合は、下記の問

合せ先までご連絡ください 

 

◆納期限　2 月 28 日(金)まで 

◆納入場所 

◇納入通知書記載の金融機関 

◇市役所 1 階 会計課 

 

問　農地整備課 TEL 45-8992　FAX 43-3239

渡良瀬遊水地のヨシ焼きを実施します 
 

気象状況により灰や煙が広範囲に飛散し、近隣市町

の皆さまにご迷惑をおかけする場合があります。ご理

解ご協力をお願いします。 

 

◆目的　遊水地の害虫駆除、野火による類焼防止、 

湿地環境の保全など 

◆日時　3 月 1 日(土)午前 8 時 30 分～ 

※悪天候の場合は、第 1 予備日 2 日(日)、第 2 予備

日 8 日(土)、第 3 予備日 9 日(日)に延期となります。

(時間帯は同じ) 

 

問　渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 

　　 TEL 0282-62-1161   

FAX 0282-62-1165 

　　 自動音声案内 TEL0282-62-0915 

     ホームページ http://watarase.or.jp

2025 年度分指定ごみ袋引換券の発送に
ついて 
 
　2025 年度分の下妻市指定ごみ袋引換券を市内に

住民登録がある世帯主に対し、2 月 3 日から順次発送

しています。お手元に届いた際には、各通知や引換券

枚数を必ずご確認ください。 

　なお、2 月下旬までに届かない場合や、ご不明な点

などございましたら、環境課へお問い合わせくださ

い。 

※令和 7 年度県民交通災害共済のお知らせを同封し

ています。また、今回から市・県民税等申告相談の

お知らせは同封していません 

 

問　環境課 TEL 43-8234　FAX 44-7833

令和 7 年 4 月より「休日納税相談」の受付
時間が変更になります 

 

◇変更前　午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 

◇変更後　午前 8 時 30 分から午後 3 時まで 

 

夜間納税相談(毎月第 1・第 3 木曜日、午後 5 時 15

分～7 時)については変更ありません。 

 

問　申　収納課 

　　　　　TEL43-8274　FAX44-9411

ごみの分別のお願い 
 
　近年、誤ったごみの分別により、ごみ収集車やごみ

処理施設から出火する火災が発生しています。このよ

うな火災が発生すると、ごみ収集車やごみ処理施設に

被害が発生してごみ処理ができなくなるだけでなく、

最悪の場合は人命にかかわる重大な事故になりかね

ません。 

ごみを正しく出していただくことで、このような火

災事故は未然に防ぐことができます。安心安全かつ持

続的なごみ・資源収集のため、排出ルールの厳守に、

ご理解ご協力をお願いします。 

 

問　環境課 TEL 43-8234　FAX 44-7833

令和 6 年分申告用納付確認書の 

LINE 申請について 
 
　令和 7 年 1 月 10 日より、令和 6 年中に納めた国

民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の

申告用納付確認書が LINE で申請できるようになりま

した。 

 

◆申請方法　　 

下妻市公式 LINE より申請 

※右記二次元コードから 

申請できます 

◆必要なもの　マイナンバーカードまたは 

　　　　　　　顔写真付き本人確認書類 

◆受取方法　　LINE トーク画面へ申告用納付確認書

の PDF を送信 

※本人以外の方は申請できません 

※送信まで約 5 営業日かかります。至急確認書が必要

な方、直近の納付分を反映させたい方は税務課窓口

で申請してください 

※市の申告会場で申告する場合は、申請不要です 

 

申請マニュアルなどは、市ホームページをご覧ください。 

 

問　申　税務課  

　　　　　TEL 43-8192　FAX 44-9411

献血にご協力を 
 
◆日時　3 月 13 日(木)午前 10 時～午後 4 時 

◆場所　市役所　1 階 交流スペース 

※400ｍｌ献血を優先します 

※献血カードをお持ちの方は献血可能日をお確かめ

ください 

 

問　健康づくり課　　 
TEL 43-1990　FAX 44-9744

〇

http://watarase.or.jp


                                                                                                                         
　  

自動車は県内のナンバーに 
 

自動車税(種別割)は県の重要な財源となっています。 

引越しなどで茨城県に転入された方は、住民登録とあ

わせて、所有される自動車について県内のナンバー(水

戸・土浦・つくば)に変更をお願いします。 

 

問 

◆登録に関するお問合せ 

土浦自動車検査登録事務所 

TEL 050-5540-2018 

◆自動車税に関するお問合せ 

茨城県筑西県税事務所　収税第一課 

TEL 0296-24-9190

廃車手続きはお済みですか 

～軽自動車税は 4 月 1 日現在の所有者に
課税されます～ 
 
　軽自動車税は、毎年 4 月 1 日現在、原動機付自転

車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車 

の所有者に課税されます。4 月 2 日以降に廃車や名義

変更をしても、その年度の軽自動車税は課税になりま

す(月割課税はありません)。次のとおり、廃車手続き

がされているか、もう一度確認しましょう。 

 

○車両を廃棄処分しただけでは登録は抹消されませ 

ん。廃車手続きが必要です。 

○譲渡した場合も、名義変更の手続きが必要です。(手

続き漏れの場合、前所有者に課税されます。) 

○買い替えの際、下取りに出す場合は、販売店などに 

ご確認ください。 

○盗難にあった場合は、警察への盗難届のほかに、 

廃車手続きが必要です。 

 

♦廃車手続き先 

【下妻ナンバー】 

・原動機付自転車(125 ㏄以下のバイク) 

・小型特殊自動車(農耕作業車など) 

・特定小型原動機付自転車 

♢税務課　　TEL43-8192　FAX44-9411 

 

【つくばナンバー・土浦ナンバー】 

・二輪の軽自動車(126 ㏄～250 ㏄以下のバイク) 

・二輪の小型自動車(251 ㏄以上のバイク) 

♢ 茨 城 運 輸 支 局 ( 土 浦 自 動 車 検 査 登 録 事 務 所 )　　

TEL050-5540-2018 

 

【つくばナンバー・土浦ナンバー】 

・軽自動車(三輪、四輪) 

♢軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所　 

　TEL050-3816-3106 

 

問　税務課  

　 　TEL 43-8192　FAX 44-9411

家庭の水道設備の凍結防止対策にご協力を 

 

寒くなって気温が低下すると水道管やメーターが

凍り、断水や破裂することがあります。 

 

◆水道管が凍りやすい場所 

◇水道管が｢むき出し｣になっている場所 

◇日の当たらない場所 

◇風当たりの強い場所 

 

◆家庭でできる凍結防止対策 

◇｢むき出し｣になっている水道管は、直接外気に触れ

ないよう保温材を巻き付け、ひもで縛って固定し、そ

の上から保温材が濡れないようにビニールテープな

どで隙間なく重ねて巻いてください。 

※保温材は市販されているものの他に毛布、発泡スチ

ロールなどでも代用できます 

◇メーターが入っているボックスの中に、発泡スチロ

ールを細かく砕いたものや布切れなどを濡れないよ

うにビニール袋に入れて、メーターを保護するように

してください。 

 

◆もし凍結してしまったら 

蛇口が凍ってしまった場合は、タオルなどをかぶせ、

その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。 

※急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂すること

がありますので注意してください 

 

◆もし破裂してしまったら 

メーターが入っているボックスの中にある止水栓を

閉めて、水を止めてから市の指定工事業者へ修理を依

頼してください。メーターが凍結し破損した場合は、

無料で交換しますので市上下水道課にご連絡くださ

い。 

※市の条例により、緊急の工事であっても市の指定を

受けていない業者が水道工事をすることはできませ

ん。必ず市指定工事業者であることを確認してから工

事を依頼してください 

 

問  上下水道課 

TEL 44-5311　FAX 44-5312

水道水の漏水点検をお願いします 
　　 

ご自宅の水道管などから漏れた水をできるだけ早

期に発見するために、ご家庭で定期的に点検をお願い

します。 

 

【漏水は次の手順により発見できます】 

1.家にある全ての蛇口を閉める。(トイレの水が流れて

いないことも確認) 

2.水道のメーターボックスのふたを開け、メー 

ターのパイロット(下図参照)をしばらく見る。 

3.パイロットが回転しているときは、水道のメーター

から蛇口までの間のどこかで漏水している可能性

があります。 

4.漏水しているときは、メーターボックス内に 

  ある止水栓を閉めてから、速やかに市の水道指定工

事業者に連絡し、修繕をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※長期間不在となる場合は、トイレの洗浄用レ 

バーが上がったままになり、水が流れ続けている状

態になっていないかどうかも確認してください(水

が流れ続けている状態になっていると高額な料金

となる場合があります) 

※漏水修繕などの緊急工事であっても、必ず市の指定

を受けた業者による工事をお願いします 

※水道料金が一部減免になる場合があります(最大で

2 ヶ月分が対象)。詳しくは、お問合せください 

 

問  上下水道課 

TEL 44-5311　FAX 44-5312

注意、あなたの土地が狙われています 
 
　「資材置場として貸してほしい」、「無料で埋め立てます」などと“うまい話”を持ちかけられた後、廃棄物

や質の悪い土砂を持ち込まれたりする事例が多発しています。これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけで

はなく土地所有者にも及びます。 

◎「不法投棄 110 番」TEL 0120-536-380(受付時間は平日の午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分) 

 

問　 

県廃棄物規制課不法投棄対策室 TEL 029-301－3033　県西県民センター環境・保安課 TEL 24－9127 

環境課　TEL 43-8289　FAX44-7833　下妻警察署(休日や夜間)TEL 43-0110

「全国一斉投資被害 110 番」実施 

 

◆日時　　2 月 25 日(火)午後 1 時～3 時 

◆内容　　商品先物取引被害、FX 取引被害、ポンジ・

スキーム被害等、投資被害に関する法律相談 

◆電話　　029-231-3367・029-231-3368 

相談料無料。別途電話料金がかかります。 

 

問　茨城県弁護士会事務局　 
TEL 029-221-3501

食品用トレーおよび透明容器の拠点回収を
開始します 

 
　これまで「可燃ごみ」として処理されていた食品用

トレーおよび透明容器を、令和 7 年 4 月より拠点回

収を開始し、リサイクルしていきます。 

 

◆回収できるもの 

・食品用発泡スチロールトレー 

・食品用透明容器及び透明蓋 

 

◆回収できないもの 

・硬質の素材のトレー(つまようじが刺さらないもの) 

・洗っても汚れや臭いが取れない容器 

・卵のパック、弁当、豆腐などの容器 

・プリン、ゼリーなどの透明容器 

・乳製品の容器(ヨーグルト乳酸菌飲料を含む) 

 

◆トレーおよび透明容器の出し方 

・トレーおよび透明容器はきれいに洗って水気を切

り、よく乾燥させてください。 

・できるだけ、まとめてビニール袋に入れて出してく

ださい。 

 

◆拠点回収場所 

・市役所北側資源回収庫　・千代川公民館 

 

問　環境課 TEL 43-8234　FAX 44-7833

ひなに魅せられて～博物館のひなまつり～ 

開催中 

 

◆開催期間　３月３日(月)まで 

期間中は入館無料となります。 

◆場所　　　下妻市ふるさと博物館[長塚乙 77] 

 

問　 ふるさと博物館   
TEL 44-7111　FAX 44-7115
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茨城県立水戸南高等学校(通信制) 

生徒募集(令和 7 年度) 
 

◆受付期間 

◇一般入学(新入学)：3 月 10 日(月)～3 月 21 日(金) 

◇編入学・転入学：2 月 28 日(金)～3 月 4 日(火) 

◆受付時間　午前 9 時～午後 4 時 

(土・日・祝日を除く) 

 

問　茨城県立水戸南高等学校(通信制) 

　　TEL 029-247-4284(通信制職員室)

庁舎周辺エリア整備検討市民会議の公募
委員を募集します 

 
市では、庁舎周辺エリア整備基本計画を策定するに

あたり、市民から広く意見を求めるため、「下妻市庁

舎周辺エリア整備検討市民会議」を設置します。有識

者、市議会議員、各種団体の代表者、公募委員など 25

名以内で構成されますが、そのうち公募委員を募集し

ます。 

 

◆募集定員　3 人程度 

◆任期　令和 7 年 3 月から令和 8 年 3 月まで(予定) 

(会議は、令和 6・7 年度で 5 回程度開催す

る予定) 

◆応募条件　市内在住の満 18 歳以上の方で、平日昼

間の会議に出席できる方(休日、夜間に開

催することもあります。) 

◆謝礼　日額 5,000 円 

◆申込締切　2 月 25 日(火)必着 

◆応募方法　申込書に、必要事項を記入して、持参ま

たは郵送してください。申込書は市ホー

ムページで配布します。 

・応募の動機 

・住所、氏名、年齢、電話番号など 

◆選考方法　書類内容および委員構成(年齢などのバ

ランス)を考慮し、決定する。 

※選考結果については、2 月中に応募者に通知します 

※第 1 回の会議は 3 月 9 日(日)午前 10 時からを予

定しています 

 

問　申　資産経営課  

　　　　　TEL 43-2235　FAX 43-1960

測量調査にご協力を(大木地内) 

 
調査期間中は、委託業者が民地に立ち入りをする場

合があります。 

 

◆工事期間 令和 7 年 2 月中旬～3 月下旬(予定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問　建設課　TEL 45-8126　FAX 43-2945

道路工事にご協力を(原地内) 
 

工事期間中は、全面通行止めなどの交通規制を実施

する場合があります。 

 

◆工事期間 令和 7 年 2 月中旬～3 月下旬(予定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問　建設課　TEL 45-8126　FAX 43-2945

夜間窓口をご利用ください 
 

◆開設日・時間　毎月第 1・3 木曜日(閉庁日を除く)午後 5 時 15 分～7 時 

◆開設場所　市役所本庁舎 1 階 

◆業務内容(令和 7 年 4 月から税務課、健康づくり課の夜間窓口業務は廃止となります)。 

※他市町村に照会が必要な場合など、内容によっては取り扱いできないものもあります。事前に業務を取り扱う 

各担当課へお問い合わせください 

 

問　 

市民課　　　　TEL 43-8196 FAX 43-2933　税務課　　　　TEL 43-8192 FAX 44-9411 

収納課        TEL 43-8274 FAX 44-9411　保険年金課　  TEL 45-8124 FAX 43-2933 

子育て支援課　TEL 45-8120 FAX 30-0011　健康づくり課　TEL 43-1990 FAX 44-9744

 開設課 業務内容

 

市民課

◇住民票・住民票記載事項証明書・軽自動車税用住所証明書・印鑑証明書の交付 

◇戸籍謄抄本・附票の謄抄本・身分証明書・独身証明書の交付（戸籍証明書等の広域

交付は除く） 
◇印鑑登録に関する業務　◇転入・転出・転居などの住民異動に関する業務 
◇マイナンバーカードに関する業務 
※戸籍に関する相談は、午前 8 時 30 分から午後５時 15 分までにお越しください

 税務課 
※R7.3 月で終了

◇税証明の交付(所得証明、納税証明、課税証明、非課税証明)

 
収納課 ◇納税相談および収納に関する業務　◇完納証明書の交付

 
保険年金課

◇国民健康保険に関する業務　◇国民年金に関する業務 
◇後期高齢者医療に関する業務　◇医療福祉制度に関する業務

 子育て支援課 ◇児童手当に関する業務

 健康づくり課 
※R7.3 月で終了

◇予防接種予診票交付・相談　◇発達相談関係書類交付　◇母子健康手帳交付

下妻市障害者等理解促進研修・啓発事業 
講演会「強度行動障害の理解と対応」開催 
 
◆日時　　3 月 2 日(日)午後 1 時 30 分～4 時 

◆場所　　下妻市役所　4-1・4-2 会議室 

◆講師　　西永　堅　氏 

星槎大学副学長 

　　　　　認定ＮＰＯ法人日本ポーテージ協会副会長 

◆対象・定員　　市民など 50 名(要予約) 

◆申し込み方法　下記の二次元コードまたは福祉課へ

電話でお申し込みください。 

◆参加費　無料 

※筆記用具をお持ちください 

◆主催　下妻市 

 

 

問　申　認定ＮＰＯ法人日本ポーテージ協会 

茨城県支部(担当：谷島) 

TEL　090-9801-6686(緊急時) 

福祉課　 
TEL 43-8352　FAX 43-6750

〝みんなの研ぎやさん〟巡回活動  

いつもお使いの包丁は切れますか？ 

 

◆日時　2 月 28 日(金)午前 1 時～2 時 30 分　 

◆会場　大宝公民館 

※当面の間、包丁以外はお断りします※悪天候により

中止になる可能性があります 

◆みんなの研ぎやさん会員募集中　 

興味のある方は、活動日にお気軽にお越しください。 

 

問　下妻市ボランティアセンター(下妻市社会福祉協議会)　

TEL 44-0142　FAX 44-0559



「行政書士による無料法律相談会」開催 
 

◆日時　3 月 8 日(土)午前 10 時～午後 1 時 

◆場所　八千代町　中央公民館　研修室 

◆相談内容　相続・遺言、成年後見、家族信託、離婚、

建設業許可、農地転用、法人設立、債権

回収、在留許可などの法律問題・行政手

続き 

※事前予約不要、当日先着順。時間の都合がつかない

方はお問合せください 

 

問　茨城県行政書士会県西支部 

TEL 0280-51-5969(浅見) 
FAX 0280-51-7052

茨城県保険医協会「市民公開講座」 
 

誤嚥性肺炎を予防し、人生最後まで口から食べる喜

びを持ち続けるための方法を学ぶことができる講演

会です。 

 

◆演題「口から食べられる喜びを持ち続けよう」 

～誤嚥の疑似体験・誤嚥性肺炎予防・ゴックン

の日を知る～ 

◆講師　大阪保健医療大学言語聴覚専攻科客員教授　

本多知行　先生 

◆日　時　3 月 2 日(日)　午前 10 時 30 分～正午 

◆場　所　つくば国際会議場 2 階　中会議室 202 

　　　　［つくば市竹園 2－20-3］ 

◆参加方法　電話または右記二次元コード 

　　　　　　　　　　 

問　茨城県保険医協会(担当：磯崎) 

TEL 029-823-7930 

FAX 029-822-1341

芸術文化鑑賞事業 

「トリオカルディアコンサート」開催 
 
　フルート、ヴァイオリン、ピアノで構成された 3 人

組ユニットのトリオカルディアによる演奏会が、大好

評にお応えして再登場します。親子で楽しめるコンサ

ートです。 

 

◆日時　　　3 月 8 日(土)午後 2 時開演 

　　　　　　(開場は、出演者の準備が整い次第 

　　　　　　ご案内します) 

◆場所　　　千代川公民館ホール[鬼怒 230] 

◆対象者　　市内在住・在勤・在学の方 

◆入場方法　無料(自由席)未就学児入場可 

　　　　　　事前申込不要 

※諸般の状況により中止となる場合もあります 

※公演当日は千代川公民館(44-3141)にお問合せく

ださい 

 

問　生涯学習課 

TEL 45-8996　FAX 43-3519

令和 7 年度茨城県障害者スポーツ大会「個人競技」参加者募集 
 
◆会場および開催日 

※(身)身体障害者、(知)知的障害者、(精)精神障害者 

◆参加資格 

県内に在住または県内の施設、学校、職場に在籍している 13 歳以上の方で①～③いずれかに該当する方(令和 7

年 4 月 1 日現在) 

①身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けている方※内部障害者のみの手帳所持者は、膀胱・直腸機能障害者のみ) 

②知的障害者(知的障害のある方) 

③精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方) 

◆申込方法 

2 月 28 日(金)までに福祉課へお申し込みください。 

 

問　申　福祉課　TEL 43-8352　FAX 43-6750

 競　技　名 会　　　場 開 催 日

 
陸上競技(身・知) 水戸信用金庫スタジアム(笠松運動公園 陸上競技場)

5 月 25 日(日) 

＊予備日 

6 月 1 日(日)

 水泳(身･知) 山新スイミングアリーナ(笠松運動公園 屋内水泳プール) 5 月 24 日(土)

 
アーチェリー(身) 笠松運動公園アーチェリー場

5 月 10 日(土) 

＊予備日 

5 月 17 日(土)

 卓球(身･知･精) まるたか観光アリーナ(笠松運動公園 体育館) 5 月 17 日(土)

 
サウンドテーブルテニス(身) 茨城県立盲学校体育館

5 月 17 日(土)

 
フライングディスク 

(身･知)

笠松運動公園　補助陸上競技場 

＊予備日は球技場

5 月 11 日(日) 

＊予備日 

5 月 24 日(土)

 ボウリング(知) 大学ボウル 水戸店 5 月 18 日(日)

 ボッチャ(身) まるたか観光アリーナ(笠松運動公園 体育館) 5 月 24 日(土)

詳しくはこちら

市立図書館　3 月のお知らせ 
 
◆3 月の休館日 

3 日(月)、10 日(月)、17 日(月)、24 日(月)、26 日

(水)、31 日(月) 

★休館日でも返却のみ、正面玄関脇返却ポストを利用

して返却ができます。 

 

◆3 月のおはなし会 

◇「おはなしの花たば」 

・日時　3 月 1、8、15、22、29 日(土) 

・午前 10 時 30 分～(毎週土曜日) 

◇「にちようびのおはなし会」 

・日時　3 月 23 日(日) 

・午前 10 時 30 分～(毎月第 4 日曜日) 

・場所　市立図書館　児童室(おはなしコーナー) 

 

◆3 月の映画会 

◇こども映画会 

上映作品　『おまえうまそうだな』 

(2010 年／89 分) 

・日時　3 月 9 日(日)午後 2 時から 

・場所　図書館 2 階 映像ホール 

◇春休み特別上映会 

上映作品　『忍たま乱太郎』 

(2011 年／100 分) 

・日時　3 月 23 日(日)午後 2 時から 

・場所　図書館 2 階 映像ホール 

 

問　申　市立図書館　 

TEL 43-8811 FAX 43-8855

肥料・農薬の保管管理の徹底をお願いします 
 

肥料・農薬に含まれる化学物質は、爆発物の原料に

なり得ます。テロ等を未然に防ぐため、肥料・農薬の

適正な保管管理の徹底にご協力をお願いします。 

 

◆肥料・農薬は、施錠設備のある倉庫などへ保管して

ください。 

◆数量・残量を定期的に確認してください。 

 

肥料・農薬の盗難や紛失があった際は、110 番通報す

るか、最寄りの警察署に連絡してください。 

 

問　下妻警察署　TEL 43-0110


